
②職員研修などで新規採用職員や若手職員に研修
を実施し、障がい者や障がいの理解促進を図る
（年１回以上適宜）。

A

A

①広域（３市２町）設置している障害者差別解消
支援地域協議会において、課題・問題点を整理
し、障壁となっている事項を解消していく。

②差別等の問題が発生した時の対応フローチャー
ト及び受付シートを作成する。

①職員や教職員などを定期的に研修会へ派遣し、
障がい者に対する理解を深める（年１回以上）。
           

           

A

A

A

③障がい者や障がいの理解促進を図るための事業
を実施。福祉の店（定期実施）及び、こころをつ
なぐ展示会（障害者週間）を実施。

④こころをつなぐ展示会において、障がいへの理
解を深めるため、個人作品の展示をする。

⑤特別に支援が必要な児童生徒に対応するため、
特別支援教育に関する研修会の実施（年１回以
上）。

A

A

みやしろ健康福祉プラン　－障がい者基本計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画－　重点事業進行管理評価表（令和３年度中間評価）（案）

【評価】 評価ランク 状況 達成状況 評　価　内　容

Ａ 計画通りに順調に取り組んできている 80%以上 内容と期限がほぼ期待通りできている場合

Ｂ 概ね計画通りに取り組んできている 60%以上80%未満 期待を下回る質の不良な内容か、もしくは、期限よりも10%以上遅れている場合

Ｃ 進捗に遅れがあるなど、順調ではない 60%未満 期待を下回る質の不良な内容で、かつ、期限よりも10%以上遅れている場合

Ｄ 取り組んでいない 0% 　-

１．地域福祉の推進体制

施策番号 事業方策等・事業概要
担当課

（担当名）
方針区分 取組時期

町職員をはじめ、学校や企業、地域の関係者等、
障がい者にかかわりのある機関・団体等の関係者
を対象とした研修会を実施する。

・町職員、教職員に対す
る研修会の実施

１-１-４
②

障がいを理由とする差別の解消の推進【計画新
規】

達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに） 評価

１-１-２
④

総務課
（庶務職員担当）
（人権推進室）
福祉課
（障がい者福祉担当）
教育推進課
（学校教育担当）

30年度

元年度

2年度

3年度

4年度

5年度

実施

障がいに対する理解と社会的障壁についての啓発
活動を推進するとともに相談窓口や協議会を設置
し、適切な対応を行う。

・障害者差別解消支援地
域協議会の設置福祉課

（障がい者福祉担当）

新規
30年度

元年度

2年度

3年度

4年度

検討

実施

目標達成に向けての取組視点 目標達成に向けての具体的取り組み 取り組み結果 課題・今後について

・こころをつなぐ展示会
を実施予定
・ユニバーサル野球のイ
ベントを通して障がいや
障がい者の理解促進の職
員研修を実施予定

・こころをつなぐ展示会
において個人作品を募集
して展示予定

・庁舎正面出入口付近に
福祉の店の場所を提供し
た。

・福祉の店を開く場を提
供する。
・登録団体４団体（実質
稼働３団体）。

・福祉の店を開く場を提
供する。

・下半期（障害者週間12
月3日から12月9日）に実
施する予定。

・教職員の特別支援教育
に対する理解促進・指導
力向上を目指す。

・「教育・保育現場の実
践に学ぶ特別支援教育の
観点とヒント」をテーマ
に、県立宮代特別支援学
校との共催の夏季研修会
を実施。（８月２４日）

・下半期（11月、2月）に
開催予定。

・継続実施

・対応フローチャート及
び受付シートを作成す
る。

・特別な教育的支援を要
する児童生徒への支援方
法や保護者との信頼関係
構築について学び、今後
の実践に生かしていく。

・教員の指導力や困り感
を把握し、来年度の県立
宮代特別支援学校との共
催の夏季研修会内容につ
いて検討していく。

・障がいを理由に差別が
起こらないよう、障害者
差別解消支援地域協議会
を開催する。

・埼葛北地区障害者差別
解消支援地域協議会を開
催する。

・研修として「埼葛人権
を考えるつどい」に参加
するだけでなく、準備段
階から職員が参加する。

・新規採用職員後期研修
で町の福祉行政を学び、
新規採用職員育成塾で障
がい者との接し方を学
ぶ。

・新規採用職員育成塾（8
月19日）で障害のある職
員を講師として、障がい
者との接し方を学んだ。

・新規採用職員後期研修
を10月11日に実施する予
定。

・職員や教職員が障がい
に対する理解を深めるこ
とにより、障がい者が安
全、安心に暮らせる地域
づくりのための行政運営
を目指す。

・障がい者差別事案の対
応フローチャート及び受
付シートを作成する。

・下半期に作成予定。

・こころをつなぐ展示会
において、障がいへの理
解を深めるため、個人作
品の展示をする。

・個人作品の展示をす
る。

・作成した対応フロー
チャート及び受付シート
により、対応した事例を
３市２町で共有する。

福祉教育の推進 継続
・障がい者をはじめとす
るさまざまな人権問題に
対する理解を深めるため
の研修として「埼葛人権
を考えるつどい」に職員
等が参加予定。

・下半期（10月7日）に参
加予定。

資料１
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①既存の見守り支援ネットワークにより、障がい
者等を地域全体で支えあえるよう関係者、関係機
関と連携し、情報共有を図る（年１回以上）。

１-２-３
①

支援ネットワークのしくみづくり

福祉課
（障がい者福祉担当）

充実
30年度

元年度

2年度

3年度

4年度

5年度

実施

地域福祉活動を担うさまざまな主体が障がい者の
地域生活支援を協働で実施できるネットワークを
構築する。

・精神障がい者にも対応
した地域包括ケアシステ
ムの構築及び医療的ケア
児支援のための保健医
療、福祉等の関係者によ
る協議の場の設置

実施30年度

元年度

2年度

3年度

4年度

5年度

・基幹相談支援センター
を設置し、地域の相談支
援体制を強化する

２．サービス提供体制

施策番号 事業方策等・事業概要
担当課

（担当名）

①相談支援事業者と連携し、各テーマでの支援会
議の開催（年２０回以上）。

②相談支援の充実のための研修会（人材育成、
ケース検討グループ会議）等の実施。

A

方針区分 評価

２-１-２
①

相談の一元化 （地域生活支援事業）

C

A

②医療的ケア児支援のための保健医療、福祉等の
関係者による協議の場で検討の実施（連携会議は
定期的、幹事会は適宜）。

③庁内の各関係機関において、スムーズな情報連
携が図られる仕組みの構築をして、保健、福祉、
教育などで、切れ目のない継続的な支援ができる
ようにする。

③地域自立支援協議会を中心とした相談支援体制
の充実の検討。

④虐待や差別に関する相談が発生した際に対応す
るため、役場関係部署、各関係機関等連携を図れ
るよう体制を整える。相談については、適宜対応
する。

取組時期 達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

福祉課
（障がい者福祉担当）

充実

基幹相談支援センターを中心にすべての障がい者
に適切に対応できる総合的な相談支援体制を実施
する。
虐待や差別に関する相談についてもワンストップ
で相談できる体制を整備する。

課題・今後について

・サービス提供事業所が
増えている状況において
委託相談と計画相談の在
り方を整理する。

・地域自立支援協議会運
営会議において、相談支
援体制について検討す
る。

・地域自立支援協議会運
営会議において意見交換
をした。

・各市町でケースの依頼
先を考えていく必要があ
る。

・地震、風水害時に対応
できる体制の構築する必
要性はあるが、対象者の
移動や必要な体制を整え
ることができるか。

・下半期に意見交換会を
実施予定

・庁内関係部署が連携す
るときの個人情報の取扱
い。

・庁内関係部署（子育
て、高齢、保健、教育、
福祉）の担当者で意見交
換会を実施

・各事業所の避難訓練に
ついて意見交換をした。
・医療的ケア児の就学支
援の経過を共有した。

目標達成に向けての取組視点 目標達成に向けての具体的取り組み 取り組み結果

・該当相談が発生した際
に即時対応できる体制と
する。

・地域全体で支えられる
よう、関係者、関係機関
と連携を図れるようにす
る。

課題・今後について

・スムーズな情報共有を
行い、支援方策を検討す
る。

・情報共有を図る見守り
支援ネットワーク会議の
実施。

・近隣市町で事例共有し
ていく。

A

A

A

A

・事例検討や情報共有を
図り、市町や事業所の職
員のスキルアップを図
る。

・各部会に参加し、事例
検討や情報共有を図る。

・宮代町子育て支援ネッ
トワーク・要保護児童対
策地域協議会実務者会議
（6月22日）に参加し、障
がい児の状況を関係者で
共有した。

・医療的ケア児連絡会議
（広域事業）を実施（8月
27日、12月24日）。

・医療的ケア児支援のた
めの連携強化。

・国施策「重層的支援体
制整備事業」の機能調整
が必要となる。

・事例検討を通じて、職
員のスキルアップが図ら
れている。各連携会議を
施。各種研修会等を実
施。

・職員のスキルアップが
図られるよう、職員の参
加を続けていく。

・各種研修等に参加し、
職員の相談スキルを高め
る。

・各種研修会に参加し、
ケース対応の基礎及びア
プローチ手法を学ぶ。

・対応フローチャート及
び受付シートの作成を行
う。

・下半期に対応フロー
チャート及び受付シート
の作成予定。

評価 目標達成に向けての取組視点 目標達成に向けての具体的取り組み 取り組み結果施策番号 事業方策等・事業概要
担当課

（担当名）
方針区分 取組時期 達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）
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・継続実施・個々の状態に応じた専
門的な指導を行い、解決
策を見出す。

・毎週水曜日に健康相
談・栄養相談を実施す
る。
・随時、必要に応じ訪問
を行う。

・緊急事態宣言中も感染
対策を行いながら予定通
り実施した。

取組時期 達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

福祉課
（障がい者福祉担当）

新規

３．福祉サービス

施策番号 事業方策等・事業概要
担当課

（担当名）
方針区分

①埼葛北地区地域生活支援拠点オリーバと連携し
た体験利用を実施する。

・平成３２年度設置に向
けて検討

30年度

元年度

2年度

3年度

4年度

5年度

③先進事例を参考に、埼葛北地区地域生活支援拠
点オリーバの検証項目を検討する。

３-２-２
①

障害者支援施設・グループホーム等の整備誘
導

福祉課
（障がい者福祉担当）

充実

３-２-１
⑥

地域生活支援拠点等整備【計画新規】

②家族会に対し、適宜必要な支援を実施する。

①需要見込等についての推計を実施し、適切な支
給量を確保する。

実施

障害者支援施設、グループホーム等の設置を地域
内で促進するため、必要な支援策等の検討や地域
生活への移行に必要なサポート体制づくりを進め
る。

・空家、空室等を利用し
た事業の検討

④訪問調査対象者の状況確認と対象者の更新（１
回/６ヶ月）の実施。

①グループホーム等の利用や体験利用の機会を増
やし、整備に向けた課題の整理を行う。

30年度

元年度

2年度

3年度

4年度

5年度

検討

実施
②設置した埼葛北地区地域生活支援拠点オリーバ
の運営状況の確認を実施する。

取組時期

３-３-１
①

障がい福祉サービスの確保

福祉課
（障がい者福祉担当）

継続
30年度

元年度

2年度

3年度

4年度

5年度

実施

必要な障がい福祉サービスを提供するため、事業
を行う意向を有する事業所の把握に努め、情報提
供やその他必要な支援を行い、参入促進を図る。
また、必要なサービスにつなげていけるよう、適
切なサービス提供体制整備を進める。

・相談支援事業者との連
携強化・サービス提供事
業所との広域利用の推進

４．保健・医療サービス

A

30年度

元年度

2年度

3年度

4年度

5年度

実施

施策番号 事業方策等・事業概要
担当課

（担当名）
方針区分

４-１-１
⑤

健康相談・栄養相談・訪問指導の実施

健康介護課
（健康増進担当）

達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに） 評価

A

A

A

A

保健所、相談支援事業者等の関係機関との連携の
上、精神保健相談・受診前相談の充実を図り、精
神保健相談を推進する。

・関係機関と連携し、精
神障がいに関する相談体
制の強化

４-１-２
①

精神保健相談の推進

健康介護課
（健康増進担当）
福祉課
（障がい者福祉担当）

継続

A

・適切なサービス提供が
できるよう、各事業所の
情報収集を行う。

A

A

評価 目標達成に向けての取組視点 目標達成に向けての具体的取り組み 取り組み結果 課題・今後について

・家族構成等の環境変化
があった場合に、対応で
きるよう、家族と関係性
を構築する必要がある。

・緊急対応にならないよ
う、対象者、家族との関
係を構築する。

・自立支援協議会に事業
実績を報告する。

・国の研究事業に埼葛北
地区の実績を提供した。

・すべてのサービスが需
要に対して供給を満たし
ていないため、自立支援
協議会と連携して、サー
ビス供給体制を整える必
要がある。

目標達成に向けての取組視点 目標達成に向けての具体的取り組み 取り組み結果 課題・今後について

・適切なサービス提供が
できるよう、支給量を確
保する。

・困難ケース等は、幸手
保健所と連携し適切な個
別支援を行う

・随時、必要に応じ幸手
保健所や関係機関等と連
携支援する

・幸手保健所やケースを
取り巻く関係機関と困難
事例検討を実施し連携支
援した。

・継続実施

・７月にオリーバ会を実
施し、潜在的要支援者へ
の支援について検討し
た。
・下半期に状況確認のた
めの訪問を行う。対象者
は把握済み。

・勉強会を実施し、地域
生活支援拠点について学
び、優先順位の高い方を
挙げた。

・宮代ひまわりの家の利
用者とその家族に理解を
深めてもらい、体験利用
の希望者を募る。

・継続実施

A

B

・緊急利用になった場合
でも対応できるよう体験
の機会を増やすととも
に、ニーズ把握を行う。

・地域生活支援拠点オ
リーバで体験するための
調整を実施する。窓口に
おいて、対象者の状況把
握を行い、必要な調整を
行う。

・体験利用実施に向けて
調整中。

・必要性の高い対象者や
家族への利用する意義等
を伝えていく必要があ
る。

A

・新型コロナウイルス感
染症関係でニーズ把握を
実施できなかった。

・家族会・町で相互の取
組について調整する。

・在宅で生活する方の
ニーズ把握を行い、必要
な支援を行う。

・整備誘導に向け、意見
の集約を行うための調整
を実施中。

・福祉課の相談業務を
行っている職員等で定期
的に事例検討会を行い、
適切な支援方法等につい
て検討し連携支援する。

・３回実施（５月・７
月・９月）実施した。

個々の状態に対応した健康相談・栄養相談・訪問
指導を実施する。

・障がいの特性に対応し
た健康相談、栄養相談・
訪問指導の実施

①健康相談の実施（毎週水曜日を予定）

②栄養相談の実施（毎週水曜日を予定）

③訪問指導の実施（健診フォロー等随時）

④上記①～③において、必要に応じ適切な関係機
関につなげる。

30年度

元年度

2年度

3年度

4年度

5年度

実施
継続

A

オリーバと連携した体験
利用を実施する。

・宮代ひまわりの家、相
談支援事業所ひわまりの
家とオリーバで連携した
勉強会を実施する。

・重度の知的障がい者の
うち、サービス等の未利
用者に対し、状況確認の
ための訪問を行う。

・埼葛北地区地域生活支
援拠点オリーバの運営状
況を確認するための検証
項目を検討する。

・埼葛北地区地域生活支
援拠点オリーバの運営状
況について要綱に定めた
事業内容を実施している
かを確認する。

A

①精神ケース検討会の開催（2ヶ月に１回）

②困難ケースは幸手保健所と連携する。

②障害福祉サービス事業所と適宜調整し、必要な
サービス提供体制を整える。

・隔月に精神ケース検討
会の開催をする。

・委託・計画相談と連携
し、必要な支給量及び
サービス提供を行う。

・利用にあたっての計画
に沿ったサービス提供が
できている。

A

①相談②緊急時の受け入れ対応③体験の機会・場
④専門人材の確保・要請⑤地域の体制づくりの機
能を持つ地域生活拠点等を整備する。
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A

A

A

A

A

・年度当初に「個別の支
援計画」を作成して取り
組んでいる。

・個別の支援計画を作成
することで、個に応じた
指導を実施することがで
きる。

・就学時健康診断の実施
　（須賀小１０月７日）
（百間小１０月５日）
　（東小　１０月１日）
（笠原小１０月７日）
・個別の就学相談の実施
　１０月２８日　笠原小
・幼稚園・保育園での活
動観察
　（みやしろ保育園１０
月１８日）
  （宝光寺幼稚園１０月
１９日）
　（成就院幼稚園１０月
２０日）
　（杉戸白百合幼稚園１
０月２１日）
　（幸手第３保育所１０
月２２日）
　（国納保育園１０月２
５日）
　（幸手ひまわり幼稚園
１０月２６日）
　（須賀幼稚園１０月２
７日）

・年度当初からの就学相
談の実施（通年）

・特別に支援を要する児
童生徒の増加による体制
づくりが必要である。

・就学予定者も含め教育
上特別な支援を必要とす
る児童生徒の最適な教育
的支援のあり方につい
て、保護者等が判断でき
るようにする。
・障がいのある児童生徒
一人一人への支援を具体
化する。

・サポートチーム訪問１
回目実施
須賀小　６月　８日
百間小　６月１６日
東小　　６月　２日
笠原小　６月３０日
　　　　７月　９日
須賀中　６月１０日
百間中　６月１７日
前原中　６月　４日

・サポートチーム訪問で
の指導が実際の指導に生
かされ、積み重ねていけ
るよう実施方法を工夫・
改善する。

・特別支援教育サポー
ターを各校１名配置。

・県立宮代特別支援学校
との共催の夏季研修会を
実施。（８月２４日）

・特別支援教育サポー
ターによる生活介助、学
習活動サポートができて
いる。

・県立宮代特別支援学校
との共催の夏季研修会を
実施。（８月２４日）

・サポートチーム訪問指
導を年２回中1回実施。
・特別支援教育コーディ
ネーターの配置（各小学
校）。

A

A

A

A

・各小学校へ特別支援教
育サポーターの配置等、
教育支援体制を推進す
る。

・教職員の特別支援教育
に対する理解促進・指導
力向上を目指す。

・特別支援学校のコー
ディネーター等で構成さ
れたサポートチームによ
る指導助言体制を充実さ
せ、教員の指導力向上を
図る。

A

A

・県立宮代特別支援学校
との交流の計画・実施。

・小学校における支援籍
学習の実施。

・計画をたて、実施をし
ている。

・各校で計画をたて、実
施をしている。

・障がいのあるなしにか
かわらず互いを認め合
い、理解を深め、支えあ
えるよう、特別支援学校
と町内の小中学校におい
て行事や交流事業を実施
する。

５．教育（保育）・生涯学習

方針区分 取組時期 達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

就学予定者も含めＬＤやＡＤＨＤ等、教育上特別
な支援を必要とする児童生徒の最適な教育的支援
のあり方について、保護者等が判断できるよう、
教育・医療・福祉等専門的分野からの助言を行
う。
また、障がい児一人ひとりへの支援を具体化する
「個別支援計画」の作成に関する助言指導等を行
う。

③特別支援学級在籍児童生徒及び通常の学級に在
籍する特別な支援を要する児童生徒に対して、
「個別の支援計画」を作成。

・宮代特別支援学校、春
日部特別支援学校の特別
支援コーディネーターを
委員に加え、就学相談や
支援体制を充実

④サポート手帳の活用、及び個別の支援計画作成
についての研修会を就学支援委員会、特別支援教
育主任・特別支援教育コーディネーター合同連絡
会で実施。（年１回）

⑤上記①～④を実施し、早期に適切な対応を行
う。

評価

５-１-２
③

就学支援委員会の運営（多様な教育機会の選
択）

教育推進課
（学校教育担当）

継続
30年度

元年度

2年度

3年度

4年度

5年度

実施

施策番号 事業方策等・事業概要
担当課

（担当名）

30年度

元年度

2年度

3年度

4年度

5年度

実施

５-１-３
⑥

交流教育の推進

教育推進課
（学校教育担当）

継続

障がいのあるなしにかかわらず互いを認めあい、
理解を深め、支えあえるよう、特別支援学校と町
内の小中学校において行事や交流事業を実施す
る。

・実施校の拡大

30年度

元年度

2年度

3年度

4年度

5年度

実施

発達障がい児等に対し、特別支援学校のコーディ
ネーター等で構成されたサポートチームによる指
導助言体制の充実や、各小中学校への発達障害者
等特別支援教育指導者の配置等、教育支援体制を
推進する。

・個別指導計画に基づく
教育的支援の実施

５-１-４
②

発達障がい児等の教育支援体制の充実

教育推進課
（学校教育担当）

継続

・新型コロナ感染症対策
を講じながら工夫をして
実施をしているため、活
動内容のアイディアを広
げていく。

目標達成に向けての具体的取り組み 取り組み結果 課題・今後について

・特別な支援を要する児
童の増加による特別支援
教育サポーターの人数不
足になっている。

・教員の指導力や困り感
を把握し、来年度の県立
宮代特別支援学校との共
催の夏季研修会内容につ
いて検討していく。

・サポート手帳の活用や
個別の支援計画について
の研修会の実施　（６月
３日）

・上記のとおり実施。

・就学支援委員会や特別
支援教育主任、コーディ
ネーターとの連絡会で共
通理解を図ることができ
た。
・上記のとおり実施。

・現在、計画どおり実施
し、対象児童に対し必要
な対応をした。

目標達成に向けての取組視点

①全小学校で就学時の発達（知能）検査・健康診
断及び就学相談を実施。

②保護者と就学先について「就学支援相談」を実
施（通年）

・早期に就学相談を実施
することで、その後の就
学関係につなげることが
できた。

①宮代特別支援学校と百間小・前原中で、交流事
業を実施。

②宮代特別支援学校及び春日部特別支援学校にお
いて支援籍学習の実施。
（各特別支援学校から各学校（須賀小１名、百間
小３名　東小４名）で実施）
（笠原小学校から宮代特別支援学校で実施（１
名））

①発達障がいをもつ児童・生徒へのサポートチー
ムによる支援、及び担任教諭への指導助言の実
施。

②各教諭の指導力向上を目的とする指導主事・教
育相談員等の指導助言の実施。

③各小学校に在籍する特別に支援を必要とする児
童に対しての生活介助、学習活動のサポートを目
的とした「特別支援教育サポーター」の配置。

④特別支援教育に関する理解や指導についての研
修会の実施（８月）。
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A

A

・障がいの特性等に応じ
た職員採用を行うことに
より、障がいのある人が
長く働ける地域づくりを
目指す。

・職員採用試験（第1次試
験：9月19日）において、
障がい者対象枠（3障害問
わず）を設けた。

・宮代町職員として働く
ことを希望する障がい者
が職員採用試験を受験で
きた。

・障がい者の雇用創出に
向けて、近隣自治体の取
組状況を確認し、好事例
を参考に、雇用の場を創
出していく。

方針区分 取組時期 達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

６．生活基盤

評価

６-１-２
①

障がい者の雇用の場の創出

福祉課
（障がい者福祉担当）

総務課
（庶務職員担当）

継続
30年度

元年度

2年度

3年度

4年度

5年度

実施

施策番号 事業方策等・事業概要
担当課

（担当名）

評価

７-１-３
③

避難行動要支援者支援体制の整備

健康介護課
（高齢者支援担当）

福祉課
（障がい者福祉担当）

町民生活課
（危機管理担当）

充実
30年度

元年度

2年度

3年度

4年度

5年度

検討

実施

取組時期 達成基準（何を・どれだけ・どの程度・いつまでに）

障がい者等が災害時に適切かつ迅速に避難誘導さ
れ、必要な支援が受けられる体制を整備する。

・福祉避難所の整備

町と商工会、特別支援学校、ハローワーク、そし
て福祉関係機関等との連携を強化し、障害者就労
継続支援Ａ型事業所立上げのもと、障がい者の雇
用の場を拡大していく。

・雇用の場の拡大
・就労継続支援Ａ型事業
所立上げに向けての支援
（組織体制の強化・利用
者の確保等）

７．生活環境

施策番号 事業方策等・事業概要
担当課

（担当名）
方針区分

・第2次試験を11月に実施
予定。今後も法定雇用率
を注視しつつ、計画的な
雇用を目指す。

・宮代町役場庁舎におけ
る障がい者の就労実習
（郵便物の集配）の全課
実施と他の業務を含めた
直接雇用を検討する。

・東部ブロック研修会で
市町の障がい者雇用の状
況について情報交換し
た。

・宮代町役場庁舎におけ
る障がい者の就労実習、
障がい者雇用について、
継続して検討する。

取り組み結果 課題・今後について目標達成に向けての具体的取り組み

目標達成に向けての取組視点 目標達成に向けての具体的取り組み 取り組み結果 課題・今後について

目標達成に向けての取組視点

・対象者名簿の提供によ
り地域での見守り体制を
構築する。
・説明会等を通じて、自
主防災組織への個別支援
計画の作成依頼を行う。

・更新した名簿を自主防
災組織へ提供した。
・新型コロナウイルスの
影響により連絡協議会が
中止となったことで、資
料の郵送による依頼と
なった。

・自主防災会に提供した
名簿に掲載されている方
に郵送で「名簿提供済
み」の案内をした。
・新型コロナウイルスの
影響により連絡協議会が
中止となったが、名簿を
提供した自主防災会には
電話にて名簿の活用状況
を伺い、また、活用方法
の相談を受けた。

・新型コロナウイルスに
より訪問することが難し
いとの意見があったが、
引き続き、見守り体制の
構築、個別支援計画の作
成依頼を行う。

B

・自主防災会からの相談
の受付や出前講座、災害
図上訓練時に個別支援プ
ランについて説明し作成
を促す。

・自主防災組織連絡協議
会において、宮代町避難
行動要支援者支援制度に
ついての説明を行う。

・第１回自主防災組織連
絡協議会（書面開催）に
おいて宮代町避難行動要
支援者支援制度について
の資料を送付し周知をし
た。また、名簿を提供し
た自主防災会に電話に
て、名簿の活用状況を伺
うとともに活用方法につ
いての相談を受け付け
た。

C

・障がい者や高齢者など
災害時に支援を要する方
に適切な支援が行われる
体制を整備する。

・新型コロナウイルスに
より訪問することが難し
いとの意見があったが、
引き続き、見守り体制の
構築、個別支援計画の作
成依頼を行う。

A

・災害時にスムーズに避
難所を開設し、対象者を
受け入れできる体制を作
る。

・福祉避難所開設訓練の
調整、準備をする。

・福祉避難所開設訓練の
調整、準備中。

・宮代特別支援学校と福
祉避難所開設訓練の実施
に向けた調整をする必要
がある。

・新型コロナウイルス感
染症の感染拡大の中で、
説明を実施する場を確保
することが課題である。

B

・障がい者や高齢者など
災害時に支援を要する方
に適切な支援が行われる
体制を整備する。

・対象者名簿の提供によ
り地域での見守り体制を
構築する。
・説明会等を通じて、自
主防災組織への個別支援
計画の作成依頼を行う。

④対象者への制度周知。

⑤宮代特別支援学校と連携した福祉避難所開設訓
練の準備の実施。

①避難行動要支援者名簿の更新作業。

②自主防災組織連絡協議会において、個別支援計
画について説明し、作成を促す機会を作る。

①町職員（一般事務職）の採用試験を実施する際
には、障がい者枠（３障がい問わず）を別に設け
て試験を実施する（９月中）。

②近隣自治体等の取組状況について情報収集、意
見交換を行う。

③自主防災会からの相談の受付や出前講座、災害
図上訓練時に個別支援プランについて説明し、作
成を促す。
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